
一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟謝金支給規程  

 

（目的）  

第１条  この規程は一般社団法人日本キンボールスポーツ連盟（以下「当

法人」という。）の事業において支給する謝金に関する基準を定めるこ

とにより、業務の円滑な運営を行うことを目的とする。  

（支給対象者、業務内容及び金額）  

第２条  謝金の支給対象者及び対象業務の内容については、別表に掲げ

るとおりとする。ただし、大会主催者等から別途謝金が支払われる場合

は支給しない。   

２  謝金の金額は、別表に掲げる支給対象者及び対象業務について、それ

ぞれに掲げる金額を上限として、運営事務局会議で決定した金額とす

る。  

（支払方法）   

第３条  謝金は、通貨で本人に支給する。ただし、本人の申し出のある場

合は、口座振込の方法により支給することができる。  

２  前項の報酬の支給の際、法令等により、報酬から控除する金額がある

場合は、これを控除して支給する。  

（領収書の受領）   

第４条  通貨により謝金の支払いを行った場合、当法人は、支払先から所

定の領収書を受領しなければならない。   

（委託・助成事業）   

第５条  外部諸機関等による委託並びに助成事業において謝金の支給を

行う場合は、当該機関等の規程に基づき支給することができる。   

（その他）   

第６条  第２条の規定に関わらず、特別な事情がある場合は当該者の経

験及び実績を勘案し、金額を調整することができる。  

（補則）   

第７条  この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

 

附  則  

この規程は、２０２２年４月１日から施行する。  

附  則  

この規程は、２０２３年５月２８日から施行する。  

 



別表   

支払対象者  業務内容  単位  単価の上限 (税込 ) 

講義講師  主催講習会等  １日  100,000 円  

指導者  主催講習会等  １日  20,000 円  

指導補助者  主催講習会等  １日  10,000 円  

A 級コーチ  指導者派遣等  １日  15,000 円  

B 級コーチ  指導者派遣等  １日  10,000 円  

C 級コーチ  指導者派遣等  １日  5,000 円  

A 級レフリー  指定大会等  １日  15,000 円  

B 級レフリー  指定大会等  １日  10,000 円  

C 級レフリー  指定大会等  １日  5,000 円  

大会役員  指定大会等  １日  10,000 円  

通訳  指定大会等  １日  50,000 円  

救護担当者  指定大会等  １日  10,000 円  

スタッフ  指定大会等  １日  5,000 円  

大会準備  指定大会等  １日  3,000 円  

 

 (注１）金額は、すべて実務を伴う当日の対価としての日当とする。  


